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資料 1-1 

国際原子力機関(IAEA)の総合規制評価サービス(IRRS)フォローアップミッション 
に提出する事前参考資料(ARM)について 

 
令和元(2019)年 9 月 9 日 
原 子 力 規 制 庁 

１．経緯・概要 
原子力規制委員会は、原子力安全等に係る規制基盤の実効性の強化、向上を目的とした

IAEA による総合規制評価サービス(Integrated Regulatory Review Service：IRRS)の実施を要
請し、2016 年 1 月に IRRS ミッション(以下、「イニシャルミッション」という。)を受け入れた。その後、
同ミッションの受入れを経て明らかとなった課題を整理した上で、個々の課題への対応を進めるとと
もに、本年 4 月に開催した IRRS フォローアップミッション(以下、「フォローアップミッション」という。)準
備会合を経て、2020 年 1 月 14 日から 21 日にフォローアップミッションを受け入れることに合意した。 

 
フォローアップミッション受入れに際しては、イニシャルミッションにおける勧告・提言への対応状況の

自己評価等を含む事前参考資料(Advance Reference Material：ARM)を、同準備会合におけ
る合意に従い本年 11 月 4 日までに提出することが求められている。 

 
原子力規制委員会は、2016 年 3 月、原子力規制委員会設置法第 14 条及び第 18 条の規

定に基づき、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会に対し、「IRRS において指摘
された事項に対する原子力規制委員会の取組状況の評価や助言」を新たな調査審議事項として
指示した。これを受け、両審査会において実施された累次にわたる審議(別紙 1 参照)を経て得ら
れた評価・助言を踏まえ、今般、ARM の主要部分である自己評価書(案)を資料 1-2 のとおり取り
まとめたので、提出に先立ち御審議頂きたい。 
 
２．ARM の構成 

IRRS ガイドラインにおいて、フォローアップミッションに先立ち提出する ARM には以下の事項を含
む旨が規定されている。 

①イニシャルミッションに先立ち提出した ARM からの重大な変更点 
②イニシャルミッションにおける勧告・提言への対応状況 
③自己評価の結果(勧告・提言への対応の完了・未了等の評価) 
④イニシャルミッションに先立ち実施した自己評価の結果策定した行動計画の進捗状況 
⑤新規評価項目を含む場合には同項目の自己評価 
⑥上記の記載の適正を証明する文書証拠(エビデンス資料) 
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上記を踏まえ、フォローアップの自己評価書は、イニシャルミッションに先立ち提出した ARM のう
ち、「原子力安全のための規制基盤に係る自己評価書要約」(2015 年 10 月 28 日原子力規制
委員会了承)を基礎として、同要約に改訂及び追記を施した構成とした(上記①から④に対応：
資料 1-2)。 

 
なお、新規評価項目である放射性物質陸上輸送の自己評価書(上記⑤に対応)は、IRRS チ

ームからの要請により、フォローアップの自己評価書とは別に取りまとめており、文書証拠(上記⑥に
対応)は、いずれも公開された情報で、かつ、大部にわたるため、評価書本文中に文書名のみを記
載し、今般の審議対象からは割愛した。 

 
３．自己評価 

IRRS ガイドラインでは、勧告等への対応状況に対する自己評価を付すことが求められている。
勧告・提言・行動計画への対応状況の自己評価は対応の達成度に基づく以下の判断基準に従
い実施している。 

 

評価 評価基準 

【完了】 現時点で全ての対応が完了している。 

【条件付完了】 現時点で対応が一部未了であるが、具体的完了時期が確定している。 

【未了】 現時点で対応が未了であり、具体的完了時期も確定していない。 

 
なお、自己評価において【完了】と評価したものであっても、恒久的な対応の完了を意図するも

のではなく、原子力規制委員会では、当該事項を取り巻く状況の変化に応じて、対応状況の適否
を評価しつつ、継続的な改善を行うこととしている。また、【未了】と評価したものには、現時点で具
体的完了時期が示せないものの、相応の対応が講じられているもの、あるいは継続的に改善への
取組が行われているものなどが含まれている。 

 
本年 3 月 15 日の合同審査会において、対応方針が、勧告等で要求されている内容に必ずし

も合致しないとして報告したものについても、原子力規制委員会の了承を受けて同方針に基づきフ
ォローアップミッションに対応することとし、一律に上記評価基準(達成度)に従い判断している。評価
は、本年 7 月末時点としている。 
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４．勧告等への対応の概要 
勧告・提言・行動計画への対応のうち、以下の観点から代表的なものを、別紙 2 にて例示する。 

 
①両審査会における議論を踏まえた対応が含まれているもの 
 
②勧告等で要求されている内容に必ずしも合致しない対応をとることとしたもの 
 
また、参考として、両審査会における議論の派生によって、勧告・提言の内容に直接的に関わら

ない内容に対して助言を受けたもののうち、IRRS への対応とは切り離して取組を進めているものを
併せて例示する。 

 
 

以 上 
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原子炉安全
基本部会

7月1日(金) 第8回 第8回 〇 ・ IRRS報告書及びIRRSにおいて明らかになった課題への対応方針等について

・ ｢運転経験反映のための措置(No.11)｣に対する取組状況について

・ 検査制度の見直しに関する検討ﾁｰﾑの検討状況について

・ 検査制度の見直しに関する検討ﾁｰﾑの検討状況について

・ 放射線源規制･放射線防護に係るIRRS指摘事項等への対応状況について(放射線源規制関係)

・ ｢放射線源規制･放射線防護(No.30)｣のうちﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ品質保証に対する取組状況について

・ ｢運転期間にわたる廃止措置の考慮(No.9)｣に対する取組状況について

・ 検査制度の見直しに関する検討ﾁｰﾑの検討状況について

・ ｢ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(課題No2~4)｣に対する取組状況について

・ ｢ｻｲﾄ解放要件(課題No17)｣に対する取組状況について

・ ｢廃炉等廃棄物処分に関する規制基準の整備(課題No19)｣に対する取組状況について

・ ｢廃棄物埋設の覆土等に関する基準(課題No21)｣に対する取組状況について

・ 規制に係る審査結果等の許認可取得者への連絡(課題No.5)

・ 原子力安全とｾｷｭﾘﾃｨのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(課題No.6)

・ 定期的な規制要件及びｶﾞｲﾄﾞの見直し(課題No.13):(審査手順を示すｶﾞｲﾄﾞについて)

・ 設置許可段階における品質保証(課題No.7)

・ 安全性向上に関するｶﾞｲﾄﾞ(課題No.16)

・ 定期的な規制要件及びｶﾞｲﾄﾞの見直し(課題No.13):(基準を補完するｶﾞｲﾄﾞについて)

・ 類似の業務を担う緊急作業者に対する一貫性のある要件の適用(課題No.24)

・ 定期的な規制要件及びｶﾞｲﾄﾞの見直し(課題12)

・ 人的組織的要因の考慮(課題No14)

・ 浅地中処分に関する廃棄体等に対する要求(課題No18)

・ 原子力施設に関する緊急時に対する準備と対応(EPR)の改善(課題No23)

・ 一部設備の解体工事に対する規制(課題No.8)

・ 高経年化に関する認可等に係る手続き(課題No.10)

・ 設計段階における廃止措置の考慮(課題No.15)

・ 研究所等廃棄物に関する規制基準の整備(課題No.20)

・ 眼の水晶体の線量限度(課題No.22)

・ 放射線防護に関する取組の強化(課題No.28)

・ 安全研究分野のJAEA との協力強化(課題No.1)

・ 人材育成･確保(課題No.31)

・
IRRS において明らかになった課題に対する原子炉安全専門審査会･核燃料安全専門審査会における助言･
評価等､原子力規制委員会の対応状況及び今後の課題について

2月2日(木) 第15回 第14回 〇 ・ 原子力規制委員会と原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会会長との意見交換の結果につい
て

・  IRRSにおいて明らかになった課題のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの進め方について(案)

・  ｢汲み取るべき事項｣の整理の進め方について(案)

8月7日(月) 第1回 第16回 〇 ・ IRRS課題への今後の対応について

・
IRRS ﾐｯｼｮﾝから汲み取るべき事項(規制組織における人材発掘･育成等の統合的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関係)への対応に
ついて

・ IRRS を巡る原子力規制委員会での最近の動き

・ IRRSにおいて明らかになった課題への対応について

・
IRRSﾐｯｼｮﾝから汲み取るべき事項(規制組織における人材発掘･育成等の統合的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関係)への対応につ
いて

・ IRRSを巡る原子力規制委員会での最近の動き

11月1日(木) 第19回 第21回 〇 ・ IRRS において明らかになった課題への対応について

3月15日(金) 第4回 第22回 〇 ・ IRRSフォローアップミッションの対応について

9月9日(月) 第6回 第24回 〇 ・ IRRSフォローアップミッションに提出する事前参考資料(ARM )について
平成31年
令和元年

〇3月30日(金)

平成28年

平成29年

平成30年

第17回 第19回

1月29日(月) 第3回 第18回 〇

6月20日(火) 第16回 第15回 〇

1月5日(木) 第14回 第13回 〇

12月5日(月) 第13回 第12回 〇

11月21日(月) 第12回

10月24日(月) 第11回 第11回 〇

9月12日(月) 第10回 第10回 〇

8月5日(金) 第9回 第9回 〇

炉安審
議題(IRRS関連)日時

原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会開催実績(IRRS関連)

燃安審 合同
開催
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原子力規制委員会は、原子力と放射線の安全における
その規制責任を果たす能力と経験を備えた職員を確保す
るため、能力の評価、研修プログラムの実施、OJT、内部
での職務ローテーション、さらに、TSO(JAEA)、大学、研究
機関、国際機関、外国機関との安全研究や協力の充実
に関する活動をさらに発展させ実施すべきである。

勧告5 (人材育成)

安全研究に関し、外部でもJAEAだけではなくて、大学等
との交流を深めながら、日本全体として安全研究を進めて
いくということが、規制機関としての責任機能の一つ。

【第15回炉安審・第14回燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

安全研究では、研究資源を有する技術支援機関や大
学・学会等の国内関係機関との連携の重要性を考慮し、
その技術力に応じて広く活用することを基本方針としてい
る。
この方針を踏まえて、安全研究を、国内の技術支援機関
や大学・学会等と共同して実施できるよう共同研究実施
規定を2017年4月に制定した。2017年以降の実績として、
JAEAとの間での7件の研究に加え、大学との間で5件の共
同研究を実施している。

規制委員会による対応

原子力規制委員会は、所掌業務を遂行するために必要
なすべての規制及び支援プロセスに対する統合マネジメン
トシステムを構築し、文書化し、完全に実施すべきである。
マネジメントシステムには等級別扱いを一貫して適用し、
文書・製品・記録の管理、及び変更管理などの組織共通
のプロセスを組織内すべてに展開すべきである。改善の機
会を特定するために、包括的な方法で原子力規制委員
会マネジメントシステムの有効性を監視及び測定するよう
にすべきである。

勧告6 (統合マネジメントシステム)

グレーデッドアプローチ(等級別扱い)の考え方が原子力規
制庁すべての職員に共有されているようには思えないので、
内部で議論を更に深めてほしい。

【第13回炉安審・第12回燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

原子力安全に直結するプロセス(コアプロセス)と事務的な
管理プロセス(サポートプロセス)に分類した整理を行うととも
に、統一化された様式を用いて、原子力規制庁内の各部
署における業務プロセスを文書化する過程で、対応する
業務内容の重要性、複雑性、潜在的リスク等の考慮に
基づく原子力安全への影響に応じた等級別扱いの一貫し
た適用を実現する方針とした。(ただし、現時点で対応未
了)

規制委員会による対応

原子力規制委員会は、現在の運転経験フィードバックプ
ロセスについて、 その基準が、安全上重大な事象の報告
について十分なものとなっているかどうか、長期停止後の再
稼働を含め、得られた教訓が許認可取得者により考慮さ
れ、実際に施設における適切かつ適時の対策につながるこ
とを確かなものとするようにレビューすることを検討すべきで
ある。

提言8 (運転経験フィードバック)

違反になった情報のみではなく、違反を招く可能性のある
情報も収集し、改善につなげていくことが重要である
事業者の相互監視による自主的な安全性向上の取組
の成果であるニューシア情報等を用いた、規制側が安全
性を高める運転経験の蓄積・活用プロセスの構築が重要

【第9回炉安審・燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

運転経験フィードバックプロセスに関する原子力規制委員
会による情報収集の範囲を拡大し、ニューシアにおいて共
有される、トラブル情報、保全品質情報及びその他情報
のうち、法令報告以外の「保全品質情報」や、規制庁の
保安検査報告書に示される保安規定違反(監視含む)と
運転上の制限逸脱事象をスクリーニングの対象とするほか、
IAEAの燃料サイクル施設事故故障情報(FINAS)、試験
研究炉事故故障情報(IRSRR)等についても情報収集の
範囲として追加した。

規制委員会による対応

原子力規制委員会は、検査、関連する評価そして意思
決定に関わる能力を向上させるため、検査官の訓練及び
再訓練の改善について検討すべきである。

提言10 (検査官訓練・再訓練)

パフォーマンスを見るというのは、ある程度の評価すべき規
範を置くべきだが、その多様性を考えなければならず、これ
を見るためには検査官の能力の向上が必要。

【第15回炉安審・第14回燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

原子力規制委員会職員の人材育成の基本方針に基づ
く従前の研修等に加え、プラントシミュレータを用いて、検
査官、事故時対応者等が原子炉の起動、停止等の確
認や重大事故時への対応等を学ぶ実践的な研修を2016
年5月より開始。新検査制度の検討を踏まえ、米国NRC
の検査官育成システムを参考にした新検査官育成の仕
組みを構築し、2018年4月より新教育訓練課程を開始
(原子力施設の技術知識から検査手法、安全上の評価、
総合的な評定等の多岐にわたる内容で2年を目安として
実施。)

規制委員会による対応

原子力規制委員会及び他の放射線源の規制当局は、
緊急時計画、タイムリーな通報と対応の取決め、等級別
扱いを用いた品質保証プログラムに関連する要件を含む、
線源に関連する緊急事態に対する準備と対応のための要
件とガイダンスを1つにまとめて策定すべきである。

勧告12 (RI緊急時ガイド)

「危険時の措置」で要求する取組に関して、事前対策の
有効性を維持するための訓練等の取組についても検討が
必要である。

【第10回炉安審・燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

IAEAの安全要件をもとに、「重篤な確定的影響が生じ
得る施設」を、事前対策を要求するRI事業者として特定
するとともに、同要件との整合性を踏まえ、危険時の措置
に係る判断基準と対応に係る手順の策定、組織・資機
材の整備及び訓練の実施、オフサイト対応機関(消防、
警察、医療機関)との連携を要求することとし、放射線障
害予防規程に、これらを含む危険時の措置の詳細を記載
し、原子力規制委員会に届け出るよう規制要求化するこ
ととした。

規制委員会による対応

①炉安審・燃安審における議論を踏まえた対応が含まれているものの事例
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政府は、規制機関に対し、職業被ばくと公衆被ばくのモニ
タリング及び一般的な環境のモニタリングを行うサービス提
供者について許認可又は承認のプロセスの要件を定め、
許認可取得者がそれらの要件を満たしていることを確認す
る権限を与えるべきである。

勧告2 (モニタリング提供者承認)

IAEAの安全基準では、「規制機関は、適宜、安全にとっ
て重要でありうる技術的サービスを許可しなければならな
い」と規定している。IRRS報告書では、同基準を根拠とし
て「職場と公衆の放射線防護のモニタリングのためのサービ
ス提供者に、規制機関による許認可又は承認のプロセス
を適用すべきである」ことを指摘し、規制機関がモニタリング
サービス提供者を直接規制することを求めている。

留意点

原子力規制委員会は施設検査の結果を放射線源の審
査、評価及び許認可プロセスに組み入れるべきである。

勧告7 (施設検査結果取り込み)

RI施設は、原子力規制委員会から許可を受けた場合で
も、施設検査に合格しなければ運転を開始することができ
ない。当該検査は障防法に基づく登録検査機関が代行
し、検査結果を規制委員会に通知することなく合格書を
交付していた。IRRS報告書では、運転開始の許可を付
与する前に、登録検査機関による検査結果を原子力規
制委員会による審査及び評価に組み入れるべきことを指
摘している。

留意点

原子力規制委員会は、障防法に基づき一定の技術的
能力等を有すると認めた機関を登録機関と認定した上で、
施設検査合格処分の権限を委任しており、この登録機
関が国の代行機関として施設検査合格処分を行っている
ため、新たに原子力規制委員会が審査・評価する手続き
を組入れる対応はとらないが、登録検査機関が施設検査
を行った場合は、検査終了後、速やかに原子力規制委
員会へ結果の報告を行うように、業務規程の変更を求め
る改善を行った。

規制委員会による対応

上記助言への対応については、IRRSイニシャルミッションに
おいて、放射性物質の輸送規制、オフサイトの緊急事態
に対する準備は評価対象外であったことから、今次自己
評価書における勧告・提言への対応として記載していない
が、原子力規制委員会として、放射性物質の陸上輸送
時における緊急時対応について、関係省庁との取決めや
原災法の枠組みに基づいて、より適切に対処するべく、委
員会内外の連携体制や実効的なマニュアルの整備、同マ
ニュアルに基づく訓練の実施等、改善すべき点を確認し、
対処している。

規制委員会による対応

原子力規制委員会は、許認可取得者による放射線防
護対策の実施を監視すること、NIRSとの協力を通じて、
放射線防護の国際基準の策定や関連する研究活動に
参加することに、優先度を高くし、一層の資源を配分すべ
きである。

勧告3 (放射線防護対策)

これまでのRIセキュリティ制度の検討の中で、どこまでを規
制対象とするのかといった検討及び被規制者からのヒアリン
グの状況はどうか
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炉安審・燃安審による助言等

IRRSイニシャルミッションでは、セキュリティ(核物質の防護、
放射性同位元素の防護を含む)は安全とのインターフェイ
スに係るものを除き、評価対象外であったが、勧告・提言
への対応を含む取組として実施された原子力利用におけ
る安全対策の強化のための法律改正に際しては、放射性
同位元素に係るセキュリティ対策についても考慮され、危
険性の高い放射性同位元素を取り扱う事業者に対する
防護措置の義務付け、テロ対策の充実・強化等が実施さ
れている。

規制委員会による対応

原子力規制委員会は、原子力及び放射線施設の供用
期間の全段階において廃止措置を考慮することに関する
要件、廃止措置の終了後におけるサイトの解放に関する
基準を規定すべきである。

勧告8 (廃止措置計画・サイト解放)

IRRS報告書では、施設の設計、建設、供用の開始及び
運転の各段階において廃止措置を考慮することに係る要
件及びIAEA安全基準に整合するような廃止措置の終
了後のサイト解放基準がないことを指摘した上で、原子力
施設と同様にRI施設に対しても、同要件・基準を規定す
ることを求めている。

留意点

RI施設については、RI廃棄物の払い出しや除染の量及び
範囲が、原子力施設と比して小さく、また、実態上、公益
財団法人日本アイソトープ協会が一元的にRI等の回収、
廃棄を行う実務を行い多くの実績を重ねていることに加え、
原子力施設との放射線リスクの差異を考慮したgraded
approach(等級別扱い)を踏まえて、施設の設置、使用の
段階において、廃止措置に係る考慮を要求しないこと、放
射線施設のサイト解放基準については、廃止措置と同一
の基準で運用されており、現行の基準で、円滑な運用が
行われているため、新たな規定化は行わないこととした。

規制委員会による対応

②勧告等で要求されている内容に必ずしも合致しない対応をとることとしたもの

原子力規制委員会及び他の放射線源の規制当局は、
緊急時計画、タイムリーな通報と対応の取決め、等級別
扱いを用いた品質保証プログラムに関連する要件を含む、
線源に関連する緊急事態に対する準備と対応のための要
件とガイダンスを1つにまとめて策定すべきである。

勧告12 (RI緊急時ガイド)

輸送時の「危険時の措置」に関して、複数の都道府県に
跨がる事案が発生した場合の対処に関する教育訓練等
の整備が必要である

【第10回炉安審・燃安審合同審査会】

炉安審・燃安審による助言等

(参考) IRRSへの対応とは切り離して取組を進めているもの

我が国においては、炉規法及び障防法に基づく許認可取
得者が一義的に安全確保のための責任を有することから、
職業被ばく及び公衆被ばくモニタリングについては、モニタリ
ングサービス提供者を許認可の直接的な対象とはせず、
許認可取得者がサービス提供者に一部の措置を委託し
ている場合であっても、許認可取得者に、品質管理等の
適切な措置を求めることで、モニタリングの技術的品質を
許認可取得者の責任の下で一貫して管理させることとし
た。環境モニタリングについては、地方公共団体を主体とし
た取組を原子力規制委員会からの委託事業等で支援す
ることとした。

規制委員会による対応
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